
第4章

台湾における多文化主義政治と運動

張 茂 桂 (田上智宣・竹内孝之・佐藤幸人訳)

はじめに

いわゆる「多文化主義J(r多元文化J)には， 異なる国や文化において， 異

なる合意と姿がある。 一面では， これは政治哲学の思考様式であり， 一種の

政策や資源の分配方法であり， 或いは一種のマイノリテイ集団の抗争(運動)

である。 しかし別の一面では， しばしば大衆参加型の文化活動方式によって

人々の前で行われるパフォーマンスのことである。本章は台湾の多文化主義

とこれに関連する課題の進展について， 特に2000年 5月に民進党が政権に就

いてから， 2008年5月の 2 度目の政権交代によって国民党が政権を奪還する

までの時期を中心に振り返る。

まず， 多文化主義という概念について議論しておこう。 政治哲学としての

多文化主義はしばしば「個人主義」と対比される。 それはマイノリテイ集団

の「文化権」の確立をうながし「差異」に対する承認と尊重をめぐって展

開される。 エスニックグループや文化権と関係するため， I個人ー自由主義」

や， 西洋型民主憲政のもつ不平等な「現状」に対する構造的偏りを批判する。

般的には， 多文化主義の観点からすると， これらはマイノリテイ集団の文

化的特殊性や杜会的不平等という現状に対して見て見ぬふりをし， 一律平等

を装うことである。 そして， マジヨリテイがマイノリティを圧迫するという

構造的問題に対処できないばかりか， 個人の競争システムを強調するあまり，

il 
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逆にマイノリテイ に文化的アイデンテイ ティの放棄を強制し マジョリティ

への伺化を強要する圧力を作り出L， マイノリテイ 集団の劣勢な位置を正当

化してしまう， とみなされる。 各国の多文化主義は通常， 自由民主主義・憲

政体制下においてより着実に公共政策や制度設計として実現され， 社会組織

や資源分配， 衝突仲裁のためのデザインとなる。 これを支持する議論では，

しばしばアメリカの公民権運動(1960年代 )， I公民権法」の制定(1964年){\I，

或いはカナダ連邦政府が197 1年から取り組み始めた「権利と自由の憲章J{21

が例証として用いられる。

この概念が台湾の社会科学によって台湾に入ってきたのは1980年代後半で

あるが， 当時は英文のmulticu1turalismという概念の解釈及び翻訳を通して

であり， しばしば西洋の学者の研究が引用された。 その多くは北米の共同体

主義(communitarian)の立場をとる政治哲学の研究者であり， なかでも特に

有名なのはCharles Taylor， Will Kymlickaなどであった。しかしながら， 規

範的政治理念の由来に対して， 社会一般の人々が関心を持っていたわけでは

ない。台湾の多文化主義の発展においては， しばしば上述したマイノリテイ

集団の「文化権J や「集団的権利(団体権)Jという概念が引用されてきたが，

本章では， それが実際にはもっと奥の深い政治の「エスニック化」とナショ

ナリズムをめぐる政治衝突に起因することを主張する。そこで， 本題に入る

前に， 台湾の多文化的な政治現象の複雑さについて大まかに理解しておく必

要があるだろう。

台湾ではどのような多文化主義的な公共政策や制度は見られるであろうか。

その範囲は非常に広範である。なかでも重要な進展は， 社会において原住民

の権益に対する幅広い正当性を獲得したことである。例えば国民党政権時代

の1996年， それ までの台湾原住民族を統治する「山地行政」の仕組みを改め，

「行政院原住民委員会jを設置し 中央政府の省庁レベルまで格上げした。

他にも， 原住民の代表者や運動関係者の活動により， 1997年には憲法修正条

文第10条の第9項と第10項に， 原住民族に関するいわゆる多文化主義条項が

明記された。
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第9項の条文は， 1国家は多元的な文化を肯定するとともに . 原住民族の

言語と文化を積極的に保護， 発展させる」である。 また， 第10項は， 1国家

は民族の希望に従い， 原住民族の地位と政治参加を保障するとともに， 教育，

文化， 交通， 水利， 衛生， 医療， 経済， 土地， それに社会福祉事業に対し保

障や支援を供し， 発展を促す。 その方法は別に法律でこれを定める。 金門

馬祖地区の住民に対しでも同様とする」となっている。

2000年 5月以降の民進党政権時代になると多文化主義及び「集団権J(1集

体権J)に対してよりいっそう具体的な施策がなされるようになった。 ひと

つは「行政院客家委員会」の新たな設立(2日01年)であり， もうひとつは

「原住民委員会」から「原住民族委員会」への改名(2002年)である。 後者

における 1 文字の追加は， 原住民が国境内において「民族」という地位を有

する特殊な集団であるという政府め立場を， 正式に承認したことに等しい。

他にも言語の使用や教育内容の面においても， 多文化主義の具体的な事例

が存在する。 例えば . 国語(華語。 普通話 )の単独崇拝に関しては， もはや

再びそれを強制する力を取り戻すことは難しい。 公共生活において最も直接

的に観察可能な現象は， 言語の多様性であるヘ

また， 学校教育においても多文化主義は既に課程内容の一部となっている。

例えば， 1999年からは， 小学校 1 年生から6 年生までの児童は「郷土学習」

(r郷土教学J)の時間に， 闘南語， 客家語， 原住民言語という3 種類の「土着

の言語J(r本土言語J) (4)の中からひとつを選択して履修する ことが「必須」

になった。 中学校に上がってからは， 生徒の希望に従って自由に選択履修す

ることができる。 また， 2006年から実施された小中学校9 年一貫カリキユラ

ムの要領における社会科学習や， 高校の公民教育において， 多文化主義や男

女平等なと、価値に関わる課程を必修とすることが明記された。 そして19日3年

代半ば以降， 台湾の教育系大学では， 多文化主義に関わる学部や大学院が設

立されるようになった。 国立東華大学では2001年に台湾初の原住民をテー?

とした「原住民民族学院」を設立し 原住民文化の発展に寄与できる優れた

人材の育成に努めている。
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政策や制度の策定以外にも， 政府は地方団体とともに， 祝祭的な主旨を持

つ多文化主義として， 観光と社会教育を結合し， 郷土料理祭. フェステイパ

ル， 祝賀行事なと、の方法や名称を使いながら活動を経常的に行っている。 例

を挙げると， 行政院客家委員会と地方政府および地方のコミュニテイは，

2002年4月と 5月から， 客家の町や村において「客家柄花祭J(，客家桐花節J)

を開催するようになった。 また， 毎年 7月には， 花蓮や台東の多くの原住民

の部落で， 一斉に「合同豊年祭」や「南島文化祭」 が行われている。 外省人

に関しては文化活動はやや少ないが. í谷村J15)のコ ミュニティ活動をテーマ

とした「春村文化祭Jがしばしば開催されている。 また近頃では. ，南洋美

食祭」や「東南アジア音楽祭」 といった東南アジア出身の配偶者や外国人労

働者をテーマとした多文化主義的活動も行われている。 このように， 台湾で

は一年中四季を通して， 様々な地方で多文化主義に基づく「文化の宴(文化

饗宴活動)Jが開催されている。

しかし別の面をみると， 多文化主義的な政治は完全に「お祭りjだけであ

って， 衝突がないということでは決してない。 例えば台湾社会の各界， 特に

民進党員は， 国民党が中国を統治していた時代から存在していた「行政院蒙

蔵(モンゴルおよびチベット)委員会 」 を廃止する， あるいは客家や原住民族

と合わせて別にí(少数)民族事務委員会」を組織することを提議する必要

があると考えてきた。 しかし， それはモンゴルやチベット地区が領土に含ま

れるのかという中華民国憲法の主権範囲に関する論争を招き， 国家の位置付

けや中華民国の「法統J (訳注1 )の問題と絡み合ってしまうため， 廃止に

反対する人々とのあいだの妥協は困難である。 また， 民進党政権時代には多

文化主義に基づくエスニックグループ聞の平等政策が強力に推進され. 20例

年には「国家の一体性とエスニIツクグループの多元性に関する決議文J(，国

家一体， 族 群多元決議文J)が出されたが， 一部の民間文化界から非難を受け

た。 一部の人は更に「エスニックグループの平等を目指す行動連盟J(，族 群

平等行動聯盟J)'''"，組織し. í連盟Jは民進党が総統選挙の期間およひ228事

件の記念日に . í操作， 分断， 差別」を招く発言と挑発をお こなうことに反
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対すると標梼し， 同時に新移民とその子供の公民権問題への取り組みを呼び

掛けた。

このように， 政治哲学からはじ まって台湾の憲法や制度の設計， 学校教育，

公共の芸術文化活動， 社会的な抗争に至るまで， いずれも同じ多文化主義と

関わる概念の下で進行しているようである。 では. 2000年から20日8年の聞に

は， いったい何が起こったのだろうか。民進党の多文化政策は住民の悶の尊

重と平和を促進したのであろうか。それとも一部の人が言うように， エスニ

ツクグループ聞の憎しみや亀裂を作り出したのであろうか。

歴代の国民党政府に対して， この時期政権に就いていた民進党は， その政

治的主張においてより多文化主義的な政治を支持する傾向にあった。例えば，

許信良が党主席であった1993年には「多元的で融和的なエスニックグループ

関係と文化J に関する政策をまとめた白書が出され， 多文化主義が将来的な

施政の理念として挙げられていた。 また同時期に， 台湾新憲法制定運動(お

おむね1992年から1996年にかけて) が展開されるのに従い. I四大エスニック

グループJ(，四大族群J) (訳注2 ) に関する主言説もしっかりと確立された。

2000年5月に陳水扇が中華民国総統に就任した後 . I新中間路線J. 1 4 つの

ノー. 1つの「ないjJ (，四不一没有J) を主張し， 台湾独立を宣言するかも

しれないという懸念のある路線を否定した。 2001年 6 月には「中華民国は多

元的なエスニツクグループと多元的な文化の国である。憲法には『国家は多

文化主義を肯定する』と明記されている。これは我々の基本国策であるjと

表明した'''0 2002年7月に際水属は民進党主席に就任した後， すぐさま民進

党中央に「族群(エスニックグループ ) 事務部」という新たな部門を設立さ

せた。 その役割は「客家， 外省， 原住民」の3 つのエスニツクグループに関

係する議題を扱い， 対話と公共政策の策定を促進することだった。2004年8

月， 民進党は「国家の一体性とエスニツクグループの多元性に関する決議

文J を決議し 国家アイデンティティはエスニックグループの文化アイデン

ティティの上にあるべきであると主張した。これによって， 同年3月の総統

選挙時の激しい競争， 陳水扇銃撃事件に対する疑惑， 開票をめぐる争いなど
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が生み出した， 解決困難な一連の政治的対立や不信任という問題に対する応

答した。

民進党のエスニツクグループ問題に対する見方と立場を大まかに言うと，

台湾住民は移民と殖民を通して構成されたlつの特殊な多元的民族であり，

南島語族に属する原住民， 客家人， 中国人(外省人) . そして福洛(Ho!o) 人

を含んでいる。 関連する論点は， 民進党の設立以前， もしくは更に古く海外

での台湾独立運動の時期に既に提起されていた。

エスニツクグループというトピックに敏感な政府は， 元来， 住民間のエス

ニック的な対立や憎しみを和らげることに力を尽くすべきである。しかし

2008年の政権終盤に至って， 実際の状況はそのようにはなっていなかった。

「亀裂j. 1分裂j. 1両極化」は社会的対立の大きな争点となっていた。そし

て選挙における競争と政党問の衝突を通して， 問題は日増しに重大になって

いった。例えば2004年の総統選挙の時， 民進党は 11番台湾人，

と並べ， 敵と 自分という対立する集団のあいだに線を引いた。

また2006年. 1赤シャツ隊j (r紅杉軍J) による「陳水扇の辞任を要求する」

2番中国

人J (訳注3 ) 

( r倒扇J) の集会を批判する時， 詰寄錫埜は「中国人が台湾人を踏みつけてい

る」と述べた。 また陳水扇は2007年11月に， 群集からの絶え間ない野次に遭

い. 1中困がそんなにいいのか。 太平洋には蓋はないのだから， 泳いで行っ

て帰ってくるな」と反撃している。複数の世論調査機関は， 政治的競争はエ

スニック関係のより大きな緊張を作り出していると考えている。 また， 民進

党政権の教育部高官は外国人配偶者の子供の教育問題に関する発言のため，

呂秀蓮副総統は原住民は台湾で最も早い住民ではないかもしれず， 外国に移

民することを考えてもいいと述べたため， マイノリテイ集団を侮辱したとさ

れ， それぞれのエスニックグループの権益団体に批判され 謝罪を要求され
マ，~。

台湾の多文化主義政治は， 一体どのような問題があるのだろうか。民主主

義の価値や平等， 寛容の精神をより強 く主張する民進党は， 多文化主義的な

エスニックグループ政策を平和的に推進しようと努力するとき， 方なぜ，
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ではエスニックグループ関係がます ます対立的になっているという感覚が社

会には広まってし まうのか。これが本章で議論したい主要な問題である。 つ

まり台湾の多文化主義政治の矛盾は， どのようにして2008年の対立という問

題に進展したのかということである。

本章は2000年の政権交代後 8 年間の一連の進展について検討する。 第I節

では， 陳水扇政権の初期には与野党の和解を追求したこと， 多文化主義政治

は新政権のこの段階における， 政党を超えて台湾の主体性を確立しようとす

る努力を象徴すること， それは台湾全体がエスニツクグループの連合した社

会であるという想像を構築しようとする立場であることを述べる。しかし

政党の間では選挙のために国家アイデンテイ ティをめぐる対立が高 まり， 一

連の和解の努力は失敗に帰した。政党を超えた台湾の主体性の確立はしだい

に難しさを増し， 青陣営と緑陣営の対立へと発展し， ついには後に「民主内

戦」と呼ばれる状況へと至ったのである。 第2節では， 陳水扇政権の多文化

主義政策の発展を分析する。 冒頭で議論した衝突と変容によって， 多文化主

義はしだいに一種の政策手段と化していき， 特定のエスニックグループに対

して， 鑑絡を目的とした政策上のアメの供与ではないかという疑問が持たれ

るようになった。そのため， 民主内戦への疑念を解 くことがいっそう難しく

なったのである。 本章の最後では， 多文化主義が政治運動として国家アイデ

ンテイティの分岐という問題をほとんど解決できなかったことを説明し， さ

らに将来の台清における多文化主義の発展の方向および直面することになる

問題を展望する。

第l節 2000年以降の民進党政権における多文化主義の展開

一一 「和 解」 か ら 「民主内戦」 へ一一

1990年代の民主化の過程で， 選挙の対象範閣に含 まれる重要な政治ポスト

は徐々に拡大していった。1994年に始まった省長および直轄市長選挙は， ほ



130 

ほ全台湾の有権者をカバーL. そして199 6年に始まった総統直接選挙は国政

における実際のリーダーであり， 国家の代表であるポストを競争の対象とし

たものであり， 決定的な変革であった。 一般的には， 総統の選出は199 6年に

間接選挙から直接選挙に改められ. 2000年総統選挙における第1 次政権交代

の可能性をもたらしたと考えられている。2000年の選挙では政権交代が実現

したことによって， 台湾が権威主義から民主政治へ向って後戻りのない道へ

と踏み込んだことが画されることになった。

選挙の範囲の拡大や. 20C日年から2008年の問の民進党による執政は， 多文

化主義政治に対してどんな作用を生んだのだろうか。 本節ではこの問題を検

討する。 本節の主な問題意識の所在は， この時期， 望むと望まざるとにかか

わらず， いかにして陳水扇と民進党が初期の「和解」路線から， 後期の「民

主内戦」に向かったのかということにある。

まず. 2000年3月の総統選挙では， 国民党内部の対立により 2 組の候補が

現れ， 民進党の候補が予想外の勝利をおさめた。しかし このような勝利は

絶対多数の上に立ったものではなかった。 というのも， 当時， 民進党は立法

院の議席の31 %を占めるに過ぎず， また陳水扇総統の得票率は僅か40%足ら

ずしかなく， 勝利したといっても次点候補の宋楚稔よりも2.8%多いだけで

あった。

このような「少数与党Jは2001年と2004年の年末に行われた 2 回の立法委

員選挙や2004年の総統選挙を経ても決定的な勝手IJを得ることはできなかった。

最後には国民党が2008年の立法委員選挙および総統選挙では， 議席数あるい

は得票率において民進党の倍近い圧倒的勝利を勝ち取ったのである。

2000年 5月から2008年 5月の間， 陳水扇と民進党は与党として， 内政， 外

交に関して腰が定まらないという問題を引き起こした。 以下では， その過程

を与野党間の関係に着目して 4 つの段階に分けて議論したい。 なお， 段階の

区分は厳密なものではな く， それぞれの段階の特徴は， 部分的には前の段階

から始まっていたり， 次の段階にも継続していたりする。
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1. 政権初期一一台湾独立の棚上げ， 統合と和解の時期

(2000年5月-2002年6月) ー一一

陳水扇と民進党は一方で「台湾人として胸を張るJ([台湾人民出天頭J) と

いう集団感情を付託され. また勝利の喜びを抱えながら総統府に入ったが，

他方でははじめての政権運営や， まったく足がかりを持たない軍隊や国家安

全系統の継承， 少数与党としての困難に直面することになった。そのうち外

部の最大の困難は， 中国との関係を安定させること， そして国際社会や中国

政府が持つ台湾ナショナリズム政党によって台湾海峡情勢が危うくなるので

はないかという疑念を解消すること， つまり「台湾独立」を未然に防止し

中国が激怒することを避けることにあった。 内政面における最大の困難は，

持続的な政党間対立が非常に根深く， 短期間には解消するすべがなく， いか

なる「超党派」の政治路線を打ち立てられなかったことである。

第lの難聞を解決するために， 陳水扇は[4 つのノー， 1つの『ないjJ

を宣言することを拠り所とした。 いわゆる[4 つのノー」とは， [台湾独立」

にハードルを設けるものである。すなわち， 国号の変更や「二国論」の憲法

への反映といった台湾独立に関わる4 つの行為を推進しないことである(傍

点は訳者に よ る )(訳注4 )。 そしていわゆる[1 つの『ないJJとは. 国民党

が設けた「将来の統一jの枠組み([国家統一綱領」と「国家統一委員会J ) を

「将来においてなら， 統一の可能性はある」というシグナルとして廃止せず，

残すことである(傍点は訳者による )。 一般には， [4 つのノー， 1 つの「な

いJJ を宣言したことは， 主として新政権がアメリカという重要な支持者に

対しておこなった約束であると同時に， 間接的に中国大陸に対して「独立し

ない」という立場を示すものだったと考えられている。

第2 の難問を解決するため， 新政権は選挙キャンベーン中に， いわゆる

「新中間路線Jを提起した。「親中間路線」 は大雑把なもので， 中核となる思

想に欠けているため， 批判を受けて程なく放棄された。しかし， そのなかで

最も重要な言説は， [国家の安全を主軸とし， 統ーや独立を超越した新中間



132 

路線」は全台湾2300 万人の同胞の利益と合致する最大公約数を追求するとい

うものである。陳水扇の考え方によれば. 1これは統ーや独立， 省籍， エス

ニシティを超越した新思考である。なぜならば， 国家の安全とは全人民共通

の言葉であり， 台湾の生存にとっての根本であるからであるJということで

ある。そのため， 陳水扇は「中華民国」の「全民総統J(党派に偏らず， 全人

民を代表する総統) であると 自負した。また， 彼は中華民国が即ち台湾であ

るとみなし 中国大陸に対しては， 対抗や敵対することを放棄し「対等J

と「尊厳」のある状況の下で話し合う用意があると述べた。ただし 前提は

1 2 つの対等な」国家であり. 1 一 つの中国」とすることは絶対に不可能だと

厳粛に表明した。

内政， 外交上の立場や中国大陸に対する呼びかけを総合すると， 陳水扇は

「統合および和解を追求するJ路線を採ったのである。それは また， 統ーか

独立かという選択やイデオロギーは今後， 彼や「新しい民進党jの問題でな

く， 彼らの問題は今や「国家の安全， 尊厳， 生存， 発展」にあると宣言した

ものだと言える。国家のシンボJレを変え るか否か， 台湾独立を推進するかど

うかという問題は， 全人民の利益に合致せず， 意義がない事柄とされた。陳

水扇はこのような姿勢から， 行政院の組閣という最も重要な問題においては，

政党を超越した「全民政府」の構築を試みた。陳はそのために意外にも， 国

国民党員であった唐飛を行政院長として迎民党政権時代に国防部長を務め，

え入れたのである。

2 青陣営と緑陣営の対立. 1両極化jの形成(2002年6月-2003年9月)

青陣営と緑陣営の 2 陣営の対立は. 早くも2000年10月頃には発生していた。

いわゆる青陣営， 緑陣営は正式な枠組みではなく， 社会一般の呼称である。

当初， この二分法は立法委員の政党的な色分けを示すのに使われていた。立

法院における背陣営(1乏藍J. 1藍軍J. r藍営J) とは元の国民党を指している。

2∞0年の総統選挙に参加するため李登輝の国1993年に分離独立した新党や，
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民党から割って出た宋楚珠や彼が率いる子飼い(，子弟兵 J ) が結成した親民

党を指した。他方， 緑陣営(，詑緑J. ，緑軍J. r緑営 J)とは， 民進党. 2000年

に李登輝を精神的リーダーに仰いだ台聯， 建国党などの小政党を指した。

2000年10月， 民進党は第4 原子力発電所の建設問題のため， また政党とし

ての責任と与党としての権力の行使を貫徹する必要から， 唐飛に辞職を迫り，

張俊雄を新しい行政院長に据えた。張俊雄は「非核家国J (家園とは郷土の意

味 ) という民進党が一貫して掲げてきた公約を実現するため， 突然， 第4 原

発の建設中止を宣言した。 これは国民党， 親民党， 新党の3 党に属する立法

委員の反発を招き， 陳水扇に対する初めての総統弾劾案が提出されるきっか

けとなった。

この二元的対立は. 2002年に始 まった第5 期立法委員の任期中に， より明

確に確認できるようになった。 一般的に言えば， 青陣営の形成は. 2000年の

総統選挙以降における国民党の分裂によるものである。 国民党は連戦を擁立

して選挙で負け， 政権を失い， 未曾有の挫折と屈辱を味わった。 伝統的な党

員は社会運動を展開し， 激しく反発した。 李登輝や彼が推進した本土化路線

は「党と国に叛く」ものとして， 党内部において強い批判の対象とされた。

連戦が国民党主席を継承すると， 李登輝は党中央から懲戒処分を受けること

を予期し， 離党を選んだ。 李登輝の支持者は. ，台湾を愛し， 台湾を優先す

る」というスローガンを支持するが民進党とは異なる勢力として， 台聯を結

成した。一方， 激高した反李登輝派の群衆が支持した宋楚聡には， 国民党の

新リーダーとなった連戦を大き く上回る声望が集 まっていた。 宋楚珠が国民

党中央へ戻ることができないなか， その機運に乗じて彼を党首とする親民党

が誕生した。親民党は2001年年末の立法委員選挙において， 中選挙区制ゆえ

に， 過去国民党が独占し， 新党がかつて挑戦したものの最後には獲得に失敗

した支持者を奪うことができた。2001年年末の立法委員選挙の結果は， 立法

院において3 党(国民党。 親民党， 新党 ) とも議席を獲得した(表1 )。 仮に

3 党が独 自に活動することを選択すれば. 民進党は 自動的に第一党(38.66

%)となり， 分散した野党の力は小さ くなる。しかし 3 党が団結して与党
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表l 政党の再編と 政治勢力

国民党 新党 親民党 民進党 台聯
(1993年成立) (2即日年成立) (2C日l年成立)

1992年 64% 未成立 未成立 31.1 % 未成立

第2期立法委員選挙
1994年省長選挙 宋楚球 朱品正 陳定南

(56.22%当選) (4.31 %) (38.72%) 

19例年 黄大洲 趨少康 隙水扇
台北市長選挙 (25.89%) (30.17%) (43.67%当

選)

1994年 呉敦義 湯阿根 張俊雄

高雄市長選挙 (54.46%当選) (3.45%) (39.29%) 

1995年 51.82% 12.8% 32.92% 

第3期立法委員選挙
1996年総統選挙 李畳輯1 立候補者 彰明敏

(54%当選) なし (21.13%) 

1998年 54.66% 4.88% 31.11 % 

第4期立法委員選挙
2000年 3月 連戦 李放 宋楚稔 陳ホ扇
総統選挙 (23.1 %) (0.13%) (36.84%) (39.3%当選)

(無党派、 国

民党の規約

を破って立

候補)

2001年12月 30.22% 0.44% 20.44% 38.66% 5.77% 

第5期立法委員選挙
2004年 3月 連戦 立候補者 (宋楚珠は連 陳水扇 立候補者
総統選挙 (49.89%) なL 戦の副総統 (50.11 %当選) なL

候 補とLて

立候補)

2004年12月 35.11 % 0.44% 15.11 % 39.55% 5.33% 

第6期立法委員選挙
2008年 1月 71.68% 。% 0.88% 23.89% 。%

第7期立委委員選準
2008年 3月 馬英九 立候補者 立候補者 謝長廷 立候補者
総統選挙 (58.45%当選) なし なL (41.55%) なし

(出所) 立法院の資料をも とに筆者作成。
(注) 立法委員選挙の結呆は獲得議布教の割合。

に迫るならば. かろうじて過半数を超え(全議席の51%). 民進党の政権運営

を牽制する圧力となりうる。

緑陣営では陳水扇が中間路線と和解政策を掲げたため， 李登輝路線の堅持
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を掲げる台聯は「台湾本位J (台湾第一 ). I民進党に対する監督」から出発

するチャンスを得ることができた。李登輝は民進党の「台湾独立闘争の休

戦J(1台独休兵J)に不満をもち. 国民党の連戦や宋楚聡が「本土化」路線か

ら離反したことにはさらに強い不満を持っていたため， 台湾人民に成り代わ

って民進党政権に対する「監督者」となることを宣言し， また国民党や宋楚

E散を牽制したのである。 選挙の結果， 台聯はスタ}候補を欠きながらも，

5.7 %の議席を得た。 民進党が台聯と組めば44.3%前後の議席に達し， 何とか

青陣営に対抗し， 立法院において民進党政権が推進する政策を擁護すること

古まできるようになった。

立法院における協力は， 野党である青陣営にとって誘因や利援が比較的大

きかった。緑陣営は青陣営の野党勢力に対抗するために生まれたのである。

こうした対峠する政治ブロックの下. 2 つの次元において対立が生じた。第

lの次元の対立は， 両陣営の聞における対立であり， 主な相違点は中国に対

する態度や政策， 中台政策に対する見方の違いであった。 背陣営は投資や

「三通J(訳注5 ) の開放を加速するよう主張した。 それに対して緑陣営は相

対的に保守的で， なかでも台聯の立場とは激しく対立した。 内政における相

違点には， 台湾の歴史文化や， 国民党による統治の功罪， 外省人を外来者と

するべきか否か， 李登輝に対する評価， 教科書の内容など「移行期の正義」

に関する問題および公民投票や団連加盟提案の推進めぐる多くの対立があり，

さらに原子力発電所など公共的な議題をめぐる衝突もあった。 こうした矛盾

の集積は， 同時に「過去J(歴史と記憶 ). I現在J (権力の分配と資源配分の優

先順位). I未来J (中台関係， 国家アイデンテイティの位置づけ， 経済発展戦略)

にも及んだ。 非常に大雑把かっ簡略にいえば， 緑と青とは「国家アイデンテ

イティJ. I一つの中国， 一つの台i宵J. I一辺一国J(訳注6 ). I台湾人(本省

人) . 中国人(外省人 )JI台湾本位. 中国本位」に関わる認識の問題であり，

台湾独立に賛成するかどうかという立場の問題なのである。

第2 の次元における対立は， 各陣営内の選挙や公認をめぐる競争である。

民進党と国民党はそれぞれの陣営における第I 党である。 他の小政党は生存
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図1 立法院において可決された法案数

(第 4期第6回[2001年9月] -第6期第6回[2007年9月])
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の必要から， これら大政党に対して挑戦を仕掛ける必要がある。これは支持

者の争奪という問題とも言える。 選挙が原因で発生した内部競争は， 小政党

に言わせれば， 与党になる可能性がないゆえのものである。 小選挙区比例代

表並立制となれば， 小政党の候補者はさらに過激な視点に立つテーマを受入

れ， 冒険的な戦略をとりがちになるであろう。 例えば， 一部の新党や親民党

の候補者が「反李登輝」や「国家アイデンテイティ」 などセンシティブな問

題を重視する姿勢は， 国民党の立法委員をはるかにしのぎ， それが国民党を

青陣営にとってより原理主義的な立場(いわゆる「深藍J)へと押す圧力を生

み出す。これと同じことが， 建国党や台聯と民進党の問にも起こり， 民進党

は必ず緑陣営の支持者が持つ「新中間路線」への疑念に晒されるのである。

このため， 陣営内の選挙競争という第2 の次元における小さな対立は， 第

1 の次元における大きな対立をさらに強める作用があり， 間接的に立法院に

おける党派対立をより深刻にし 陣営問の「彼らと我々」といった対抗意識

を深めている。ひとつの興味深い指標として， 行政院が提出した法案の成立

数がある(図1 )。これは与野党が対立し 議事進行が難しくなり， コ ンセ
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ンサスが形成できないといった困難な状況を反映している。立法院が発表し

た数字によれば， 2001年後半以降， 可決された法案の数は170 件より減少す

る一方である。2005年前半と2006年後半には空前の低水準となった。また，

2C日4年後半に総統が提出した監察院(訳注7 ) の人事案も， 青陣営によって

長らく審議を拒否されて凍結状態になり， 監察院の運営に3 年もの空白をも

たらした。これは特に合理的に説明しがたい憲法上の対立問題である。

青陣営と緑陣営は立法院における党派の対立から生まれたが， 本来は政治

的テーマであった。しかしながら， 立法院のメンバーは選挙に依拠して生活

する政治的人物であり， 彼らは3 年にl度の大規模な政治動員に参加し， 有

権者のチェックを受ける。また， 立法委員は4 年に1 度の総統選挙， 県市長，

市町村長など他の各種選挙をもサポートL. 所属政党の選挙キャンペーンに

協力する必要がある。立法院は台湾で最も重要な「対宥権者サービスJ組織

であることから， その政治力を使って有権者や社会団体に対して動員， 鼓舞，

各種の攻撃， 取り込みあるいは「利益誘導J(，締椿J ) を行う最も重要な「エ

ンジン」となり， また台湾の民間社会が政治力による保護を得ょうとしたり，

同盟を結成したりする政治的な空間ともなる。さらに， 立法院の党派対立，

すなわち青陣営と緑陣営の対立は， 一面では社会の支持の実態を反映してい

るが， 他面， 通常は政治的な動員によって群衆にばらまかれ， 社会 自身に広

く抱かれたイメージやラベルになったのである。政治の影響， 人々が政治的

に動員されてきたことの影響， さらにメディアを自らの支持者として取り込

もうとし メディア 自身もまた過度に商業化L， プロフエツショナルな立場

を失ったことから， 青と緑は瞬く間に立法院における色分けや政党の基本的

立場の分類から， 社会の各分野， つ まり新聞やテレピ， 各種団体や社会運動

組織， 一般有権者がお互いを識別するための大きな分類に変わってしまった。

台湾における選挙研究にいたっては， 青陣営と緑陣営は政党アイデンテイテ

イの代わりとなる選択項目となった。政党の再編や競争によってスベクトル

の両極へ向かつて移動するようになったため， 社会の両極化は台湾の 自己イ

メージを徐々に固定化した。その後の数回の選挙においても， 2日04年総統選
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挙の危機においても， 2005年に開始されたいわゆる「民主内戦」や2006年に

際水扇の辞任を叫んだ「赤シャツ隊」による群衆運動においても， 青と緑と

いう分類はほぼ一貫して人々の考え方や見方に影響を与えてきた。

この段階において， 台湾独立派の活動団体は， 台湾の民間において極めて

大きくなっていった。早 期における「台独連盟」や「台湾教授協会」の他に

ふ「台湾心会j， 1台湾社j， 1北杜J. 1南社j， 1511台湾正名連盟j， 1手をつ

なぎ， 台湾を守る228連盟j(1228牽手護台湾聯盟j)， 1玉蘭花聯誼会j， 1台北

水曜噌姉妹聯盟J. 1李登輝之友会j， 1群策会」などの団体が新たに加わった。

これらの団体は緑陣営を応援する社会運動勢力となり， 選挙中や選挙後にお

いて論障をはるとともに， 民進党の中台政策および「公民投票による新憲法

制定j(1公投新憲J) のような台湾独立の方向性に対しては推進圧力となった。

3 .  1公民投票による新憲法制定」の推進と台湾独立を支持する

「運動jの統合(2003年9 月一2004年 3月)

陳水扇が就任時に打ち出した「新中間路線」は， 青陣営の信任を得られな

かったばかりか， 民進党支持者の賛同も得られなかった。陳水扇本人も， こ

の「和解j路線をその効果に照らして短期間掲げたにとどめ， 明らかに真剣

味を欠いていた(.，。 相対多数を握る国民党やその後の背陣営が「在野より監

督する」役割を呆たすと称して， 実際には絶え間なく少数政権の否定を続け，

その統治を妨害したことは， 1民主内戦」の原因となった。

青陣営と緑陣営は一連の衝突の後， 2002年 2月以降， 徐々に形を為してい

った。第5 期立法委員の就任時， 陳水屑の肝いりで任命され， その信頼を得

た滋錫皇室行政院長は「戦闘内閣」を組織した。これによって総統府から行政

院を貫く一貫性が備わることになった。2002年7月， 陳水扇は選挙前の公約

に背き， 民進党に戻って党主席の座に就くことを決めた。この結果， 政治権

力はいっそう彼の手に集中することになったヘ

陳水扇は「脱台湾独立」路線を進もうとしたが， 中国大陸との聞では対立
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が日に日に鮮明になっていった。 まず， 2日02年7月， 中国は経済援助を約束

して， 台湾と国交を持つナウル共和国と外交関係を樹立し， 台湾と断交させ

た。 B 月， 防l7l<扇は世界台湾同郷会での演説のなかで， 台湾と中国は「一辺

一国」であると宣言し「公民投票法」の制定を推進すると主張した。 さら

に， 談話を通して， 中国との間で到る処で狼煙を上げるかのような(r遍地

蜂火J) 全面的な外交戦を展開することを明らかにした。 2003年に連戦と宋

楚稔はついに政治協力に合意し， 立て直しの目的を果たした。青陣営の再分

裂を防ぐため， 連戦を総統， 宋楚稔を副総統の候補とするベアで2004年の総

統選挙へ出馬することを決めた。 一連の外交， 内政および立法院での対立の

結果， 民進党への評価は国民党・親民党連合に遅れをとるようになった。総

統選挙が迫ってきたため， 陳水扇の「新中間路線」は調整しなくてはならな

い節目に来ていた。

2日03年 9 月， 民進党結成17周年に差し掛かったころ， 陳水扇は次のような

4 つの将来の任務を発表した。 ①歴史的な公民投票を実現すること(公民投

票法の成立に関わらず)， ②20日4年3月20日の総統選挙において勝利すること，

③，2004年立法委員選挙において民進党が過半数の議席を獲得すること， ④民

進党が20周 年を迎える2006年に， 民進党は23∞万の台湾人民と「共同で台湾

新憲法の誕生を促す」ことである。 この時， 公民投票はもはや公共政策を議

題とせず， 新憲法制定を推進し， 台湾の将来における主権を形成するという

任務が付与されることになったのである。 同じ時， 日秀蓮副総統は「民進党

は既に民主化， 自由化そして政権交代という3 大任務を達成し 将来におい

ては『脱中国化(去中固 化)Jに力を注ぎ， 台湾主体性とグローパJレ化を実

現する」ことを強調した。 あらゆるウォッチャーが同意するように， これは

重大な宣告である。 国民党・親民党連盟に対する正式な「宣戦布告」である

と同時に， 中国やアメリカが民進党政権の一連の行動に対して， 1警戒」を

高め， より介入的な方法を採ると考えられたからである叱

隙水扇の「公民投票による新憲法制定jの推進や， 1脱中国化」に関連す

るテーマは， 緑陣営の支持者から広く支持を得た。時間を少し遡るが， 李登
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輝は陳水扇が台湾の主体性の確立を推し進めることを内外の環境から制約さ

れていることをみて. 1名を中国から台湾に正すJ([台湾正名J) ことを唱え

る社会運動組織([511正名運動連盟J) を支持したり. 197 1年の国連脱退の後，

中華民国はもはや国際空間において存在していないという議論を発表したり

した。緑陣営では積極的な台湾独立運動b 穏健な議会主義的な改革論者も

全て. 1 4 つのノー. 1 つの『ないJJ や「新中間路線」の制限を受けていた。

この段階にきて. 1公民投票による新憲法制定Jや「名を正す」と

いう 2 つの活動によって， 陣営全体の希望と努力目標が新しく設定されるこ

とになった。 これによって， 緑陣営は「運動」の精神を回復し 新しい有権

さらにそれ まで青陣営の団結に遅れをとっていた情

しかし，

者の支持を掘り起こL .

勢を立て直すことができたのである。

4 .  1 2 つの銃弾J . 1国共対話(国共和談)J. 1民主内戦」と陳水扇の辞任

を要求する運動(2004年 3月-2007年12月)

20例年の総統選挙は， 専門家が事前に予測したように， 激しいせめぎ合い

となった。 陳水扇が2006年に新憲法制定を完了させるという戦略マップを示

したため， 台湾の前途や台湾独立勢力と反独立勢力の対決は， 選挙の結果と

結びっくことになった。 世論調査で遅れをとっていた陳・呂ペアおよび民進

党政権とその支持者は， 一連の「名を正し脱中固化を進める」活動や， 選挙

直前に挙行した「手をつなぎ， 台湾を守る228連盟」の100 万人集会など， 多

くの群衆動員を行った。 同時に， アメリカからの強い反対のなかで. 1防衛

的」公民投票を実施した。この公民投票は， アメリカからの兵器購入や中国

にミサイルの撤去を要求することの是非を議題にしたものである。 議題自体

の意味は大きくないが， 台湾の歴史上初めて実施された公民投票であり， 支

持者を鼓舞し， あるいは反対者の存在を浮き上がらせることができた。

いわゆる歴史上の「決定的な時(defining moment) J とは， 非常に大きな影

響を与える， 歴史の過程においである一 つの時あるいは連続的な事件を指す。
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その後の歴史の進展に対して， また， 同時代やその後の世代の多くの人の精

神， 価値観， 行動様式に対して重大な影響を及ぼす。現代台湾の民主政治の

発展では， 2004年3月19日に発生した陳水扇と巴秀蓮の選挙街宣車に対する

銃撃事件， そしてこの事件に対する両陣営の候補者の異なる判断と反応， さ

らには直後に投票が実施された総統選挙において陳水扇と呂秀蓮のベアが3

万票足らず(投票率では0.22%)の僅差で「当選」したことが「決定的な時」

であったと言えよう。これはその後の一連の政治的な衝突や社会的対立の発

生に影響を与えた。台湾社会では深刻な騒動および青陣営と緑陣営の問の激

しい敵意と不信感が生じ， 立法院の議事は麻痔状態となることが相次いだ。

銃撃事件の状況は複雑で， 解決はできなかった。捜査過程において， 司法

制度は与野党双方から信頼を得ることはできなかった。また選挙結果はあま

りにも僅差であり， また多大な影響を及ぼすものであっため， 数ヵ 月を費や

して大規模な再集計を行っても， 落選とされた者は結果を受け入れることが

難しかった。個々人の政党支持の態度によって， 事件の真相に関する議論や

判断が決まってしまった。現在， 5 年が経って国民党が政権に返り咲いても，

当時の「銃撃事件」は政治的陰謀であるとの説は未だに広く存在し， とりわ

け青陣営の強固な支持者([深藍J) において著しい。後日， 事件を語る者は

現場で発見された[2 つの銃弾jを「事件j全体の， あるいは「陰謀J事件

の経緯の象徴とした。

総統選挙の後， 青陣営は陳水扇の総統としての「合法性」を認めることを

拒否して， 立場の近いメディアを通して批判を展開した。可能な限り陳の行

為を否定することが， 青陣営の戦略になってし まったかのようだった(いわ

ゆる「逢扇必反」の問題)。立て続けに2004年末に立法委員選挙が行われたが，

陳水属政権は引き続き， 2006年に「公民投票を行い， 新憲法を制定する」と

いうスケジューJレを掲げ， 青陣営の「非理性的」とも言える政治抗争の「行

き過ぎ」を利用して， 一気に立法院の過半数を奪取しようとしたへしかし

実際にはそうならなかった。有権者は陳水扇や民進党に十分な支持を与えず，

台聯に至つては議席を減らした(前出の表 1 )。この結果は， 台湾の有権者が

刑t
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必ずしも陳水扇や民進党の路線に納得していないこと， 有権者は慎重さとた

めらいから陳水扇の政権運営により大きな支持を与えなかったことを示して

いた。 むしろ， 国民党や親民党に支持を変えていたのである。 選挙の結果，

際水扇は党主席の辞任を余儀なくされた。

1 2 つの銃弾」の影響は， 島内の民主主義の発展にとどまらず， さらに台

米関係や中台関係にも及んだ。 陳水扇に対して， アメリカは挑発や現状の変

更は認められないと再三警告を発L， 一つの中国政策を再表明したが， 際水

扇が台湾独立に向けて行動することや「歴史的な評価J(1歴史定位J)を追求

しようとする動機を抑え込むことはできなかった。 こうした国際的な背景の

下において， 2005年 4月より， 国民党と共産党はハイレベルの交流を開始し

た。「企業を使って政府を追い込むJ(1以商囲政J)， 1統ーを促進し， 独立に

反対するJ(1促統反独J)および陳水扇政権が棚上げした11992年コンセンサ

ス」に基づいて中台間の協力を進めることに関して共同歩調をとることで，

共同で民進党政権を孤立させる態勢を整えた。 連戦の中国訪問， これ続く宋

楚稔の中国訪問， そして「国共対話」と， ハイレベルでの往来が続いたこと

から， 中台聞におけるいわゆる「歴史的な時」となった。 しかし， 緑陣営の

立場から見れば， これらは「国共が連携して台湾を抑圧し 人民の主権に圧

迫を加えている」という評価や見方となり， それは瞬く聞に広がった。

「民主内戦」という言葉は， 李登輝が2005年4月に， 当時の「青陣営と緑

陣営の泥沼の戦いJ(1藍緑悪闘J)や「国共対話」のような混乱した政局を表

現したものである。彼は「台湾内部では， 自由や人権を盾にして， 中国の統

一工作に呼応するものがいる。 これは， 民主主義を利用して内戦を行うこと

である。 これは園内の対立ではなく， 敵味方の対立である。Jとの見解を示

した。李は， 台湾人民は一致団結するべきであり， 中国の統一工作によって

分断されてはいけないと呼びかけた。 李登輝が最初に用いた時の意味は， 台

そうしなければ， 1国家滅亡」の

Hl

ul
l-

湾人民が改めて団結することを希望する，

危機に陥るというものであった。 しかし「青陣営と緑陣営の泥沼の戦いj

という膝着した局面は早くに形成され， 異なる立場を持 つ政治組織， メデfイ
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ア， 人民団体が台湾を徐々に二分しつつあった。

2006年6月， 立法院では陳水扇総統に対する「罷免案」が提起された。こ

れは可決されなかったが， 与野党の緊張は既に高 まっていた。 8月， 施明徳

元民進党主席が 1100 万の人民による陳水扇の辞任を要求する運動J(1百高

人民倒扇運動J)を立ち上げ， 陳水扇が国務機要費を不正に運用していること，

および家族が汚職や株式のインサイダー取引などに関与していることを指弾

した。 この運動は翌年の9月 までl年近くも続いた。 参加者が赤いシャツを

着て集結したため， 1赤シャツ隊」と呼ばれた。 この 1年の間， 1赤シャツ

隊」は台湾でも稀なほどの大規模な群衆集会を何度も行った。 総統府を包囲

した数万の群衆は感情を高ぶらせ， 1度は総統府内に突入しようとまでした。

この運動の支持者や反対者の群衆はそれぞれ， 台湾各地で大小の衝突を連続

的に起こした。

このように絶え聞ない衝突に直面し 批評家は台湾が「文化大革命」を初

俳とさせる状況に陥ったと見倣した。 李登輝は「台湾は青陣営と緑陣営へと

分裂し 国家は滅亡しかねない」問題だと憂慮した。 瀞錫埜は「中国人が台

湾人を踏み倒す」という人種主義問題だと批評した。そして隙水扇は2007年

3月， 1台湾は独立し， 名を正し， 新憲法制定をおこなわなければならない。

台湾は発展しなければならない。いわゆる左右の路線問題は存在しない。 統

一か独立かという(国家の位置づけとアイデンテイティ)問題のみが存在するj

という 14つの必要， 1 つの『ないJJ (1四要一没有J)を提起した。 陳水扇

およひ、台湾独立論の擁護者である金恒;憶は， 同年に著書『民主内戦之必要』

(允長文化 刊)を発表している。彼はその中で「民主内戦」の価値を肯定的に

評価し 国民党という悪の勢力を徹底的に瓦解させ， 盤蹴ーする親中国勢力を

消滅させるべきであり， そうしなければ台湾は永久に「正常な国家jになれ

ないと主張したのである。

'1れ
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の中のエスニック関係と多文化主義政治

民進党はその起源において原住民運動， 客家運動と深く関係し「四大エ

スニックグループJと多文化主義政治を 自らの主張に取り入れている。2000

年5月に政権に就いて以降， 民進党が幾つかの段階を経験したことは， 台湾

の多文化主義政治には一体どのような実際的な影響を及ぼしたのだろうか。

また上述した「和解から民主内戦へ」という展開とは，

るのだろうか。 以下ではエスニックグループの権益回復あるいは獲得運動を，

原住民族， 客家. r外省人J. 新移民に分けて検討をしていく。

l 原住民族の権益において 自治の発展に向けた

「新パ}トナーシップ」一一

台湾原住民族の歴史の政治的意義を強調することが. r台湾民族」に特有

の血縁上及び文化的な意義を賦与することになるという側面を持っていたこ

とから， 原住民族に関するトピックは民進党政府の多文化主義政策において

常に特別なサポートを得てきた。 まず. 1999年9月， 陳水扇は総統選挙のウ

ォーミングアップとして， 蘭慎島において各原住民族の代表と「原住民族と

どのような関係にあ

「民主内戦」第2節

台湾政府の新たなパートナーシップJ (r原住民族和台湾政府新的聖書伴関係J)

に署名した。 また当選後. 2002年10月には総統の身分で， 政権の象徴として，

原住民族代表と改めて「再確認jに署名する正式な儀式を行った。

元々は台湾の新世代のこの条約としての意義を有する文書は(訳注8)• 
原住民族運動家によって考案されたものである。1990年以降， 彼らは国際交

自身を「南島民族」の一員であると自覚し始めた。 そして， 直接

的には国際連合の「先住民族の権利に関する宣言草案jに後押しきれ， また

総統選挙という政治機会を利用して. r新パートナーシップ」への署名を実

それを「国対国J Cnation to nation) の対等な条約として方向付けたの

流を重ね，

現L，

i12}J?!2?
i1
fしりト
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である。 この条約の主な内容には台湾原住民の「自然主権」を認めるととも

に， 原住民族自治を推進することに同意する条文が含まれている

推進者が署名時に気づいていたように，

(しかし，

自身は戦々競々と危険を冒して民進党を

支持するものの， あくまで民族の主体性を犠牲にしてはならないと堅く決意して

いた )。

民進党が政権に就いていた 8 年の聞に， ，パートナーシップ宣言jにおけ

る原住民族の自治という理想が完成することはなかった。 憲法や法律制度の

設計， 自治の範囲或いは境界， ，自然主権」が「国民国家主権」と相対する

時に出現する複雑な問題があったが， そればかりではなかった。 部分的には，

例えば自主的に民族議会を運営できるかなど， 民族 自治の主体が成長するの

を待たなければならないという原因もあった。 とはいえ， 民進党政府が「多

一連の行政及び立法行動を通し文化主義と原住民族」という側面において，

て， 相当な進展を実現したことは見て取ることができる。 例えば，

うなことが達成された。

以下のよ

①「原住民身分法J(2001年 1 月) の制定。 この法案の通過により， 原住民

という特殊身分の法的地位の確立を助け， 必要な特殊国民待遇(福祉あ

るいは差異の保障) を提供する。 これは多文化主義の 1 つの基点である。

②「南島民族」の先史文化をテーマとした， 台湾初の「国立台湾史前博物

館」が台東にオープンした(2001年 7月)。 記念式典には総統を代表して

呂秀蓮が出席し テープカットを行った。 その後， 国立台東教育大学に

「南島文化研究所」が設立された(2002年9 月 )0 2005年には民進党政府

の「新十大建設」として， ，南島文化園区」の設立が計画された(国民

ili
l
­

-

党が再び政権に就いた後に取り消された)。

③「原住民族の働く権利の保障に関する法J(，原住民族工作権保障法J) の

制定(2001年10月)。 この法律が成立したことによって， 規模の大きな官

民の機関は， ，採用枠に関する原則J(，比例進用原則J) (必ず10分のlの

比率に達しなければならない) に従い， 原住民に対し従前以上の就業機会

匝
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を保障しなければならないことになった。 これは多文化主義的な制度的

エスニツクグループ聞の経済的な溝を埋める方法であ平等保障であり，

④「原住民族の言語能力認証に関するガイドラインJ( r原住民族言語能力

認証弁法J) の制定(2 001年 11月) 。 この規定は原住民族言語の教師資格

る。

及び母語認定について定め， 言語文化の継承を助ける。

⑤新政府と「新たなパートナーシップ」について再度確認するとともに，

組織法における名称の修正を通して， 行政院「原住民委員会」を正式に

「原住民族委員会J へと改名した(2 002年)。 これは名目上の「国と図」

の関係に向かつて進もうとする試みであったとみなしていいだろう。

⑥2000 年の「原住民族政策白書」における調査並びに「伝統領域および土

地Jの回復に関する主張に応答し 2002 年から幾つかの地区で「部落地

図」の作成を行い， 地図のデジタル化を進めた。 これは伝統， そして民

族全体の空間イメージを構築するものである。 この計画は一部の部落コ

ミュニティにおいて， 生活空間の 自主権を保護する上で自己の持つイメ

ージを改めることに対して， 積極的な作用があった。

統領域の再建という要求を満たすことはできなかった。

しかしながら， 伝

⑦「原住民族認定に関するガイドラインJ( r原住民族認定弁法J) の制定

(2 004年 4月)。 この規定は， 原住民族が名称の修正(r正名J) を進め，

法的地位を得る過程を規定している。 この規定が制定されてから， 隠伏

されていた原住民族の覚醒が促され， 彼らは新たに民族主体としての認

定を要求するようになった。 2008年までに， 台湾原住民族の数はもとも

との9 から14へと増加した。 この法律の前提としてあるのは文化， 歴史，

集合アイデンティティに対するエスニックグループの自主と 自覚の権利

である。

③「原住民族教育法」の修正(2 004年9月)。 これにより原住民教育の 2 つ

lつは普通教育の権利に関わる向題である。 例え

原住民の母語が選択肢として提供されるようにな

の方針が確立された。

ば義務教育において，

Il
l
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-
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った。もう 1 つは民族教育の権利に関わる問題である。 これは集合文化

の継承と発展という問題に属する。 東華大学には台湾初の「原住民民族

学院」が設立されたが， その目的は原住民族文化の継承と革新を行う教

育人材の育成と機会の創出である。

⑨原住民族委員会は「憲法上の原住民族政策と憲法制定の推進グループ」

(1憲法原住民族政策， 制憲推動小組J) を設立し， 原住民族に対する憲法

の保障条文の格上げ， 整備を企図して . 1憲法原住民族専章」草案を作

成した。 これは「固と国」の関係を更に確かなものにしようとする試み

だった。 このグループは名目上， 陳水扇による新憲法制定の準備を助け

るものとして位置づけられていた。

⑩「原住民族基本法」の制定(2005年2月)。 この法律は全35条から成り，

内容は進歩的なものでる。近年， 取り上げられてきた原住民族の基本的

な権益， 法的地位， 文化の復興に関する全てのテーマに及んでおり. 20 

年近くの原住民運動の知恵と要求が凝集されている。「基本法」と名付

けられていることから， 選法の下， 囲内法では最も高い地位にある。 基

本法の最大の問題は， その理想、を現実の政治と社会環境において具体的

に実現できるかとういことである。 なかでも最も重要なのは. 1新たな

パートナーシップ」における自治の条約に関する部分に対応していると

ころである。すなわち「政府は原住民族の希望に従い， 原住民族の平等

な地位と自主的な発展を保障し 原住民族自治を実行するjとしている。

しかし 原住民族の 自治は司法， 財政， 土地などと複雑に関係するため，

別途， 立法措置が行われることを待たなければならない。

⑪アジア初の「原住民(族) テレビJを設立した。原住民テレビは2005年

7月 1 日に正式に放送を開始し 2007年に「台湾公共放送グループ」に

加わり. 1公共jメディ7の 1つとなった。「部落を訪ねてJ (1部落面対

面J). 1原住民ニュース・アンド・マガジンJ(1原住民新聞雑誌J) とい

った原住民テレビの幾 つかのトーク番組では， コミュニティ運動の活動

家と中央から村落までの行政機関の役人の間， あるいは大衆と原住民グ
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yレープの聞で， 各種の実際の問題に関する討論がおこなわれている。 多

文化主義の象徴として， また市民行動と民主主義の着実な実現にとって，

これらは必要な報道制度である。

民進党政府は台湾原住民族団体が国際社会における諸活動に参

その

より支

そのほか，

加し 台湾を代表することを応援し また， 他の「南島民族」の国家との関

係構築を促進した。 その間接的な目的は， 中国による外交封じ込めの突破で

あった。 台湾原住民族の200C年から2008年における権益の発展全体は，

他のエスニックグループと比べると， 民進党政府からより尊重され，

持された。 なかでも法制化は最も成功し， 特に幾つかの重要な法案の通過は

台湾原住民族の伝統的な歌舞， 音楽， 祭記

は台湾全体を代表するものとなり， 多文化主義的な社会活動において最もL

ばしば見かけるシンボリックな活動となった。

民進党は少数政権であるにもかかわらず， 政権にあるあいだ原住民族に関

顕著な意義を持っている。 また，

する多文化主義政策を推進することができたのは， 国会において野党所属の

原住民議員の支持を得て， 賛成票を上積みすることができたからである。 野

党所属議員は一貫して原住民議員の多数派だった。 彼らは民進党が推進する

立法および政策に対して， 主導的役割を担っただけではなく， 積極的に内容

を引き上げた。 彼らはそれによって， 一方では原住民族の信頼をより多く得

て. 原住民社会における彼らの指導力を高めることができ . 他方では政府が

彼らと協調することや資源を調達することを困難にし それを批判すること

ができた。 得るものはあっても失うものはなかったのである。 民進党の行政

チームはこれに対し， もし「行政」が可能な場合， あるいは民進党の原住民

選挙区での選挙のために， 野党の原住民議員の圧力と要求に応じる必要があ

るばかりでなく， より手厚く， より整った法案を提出しようとした。 このよ

うに， ①国家の象徴と民族の特色を重視する多文化主義政治に合致すること

それに②お互いに内容を引き上げようとする政治的な機会請す加わによって，

原住民族に関する多文化主義政治はこの期間， 非常に有利な発展空間って，l
ili
--
ー
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を得ることができたのである。

上述した青陣営と緑陣営が対抗する両極化した政治では， 原住民の背景を

持つ政治家も決してその外側に身を置いていたわけではない。原住民族委員

会の主任委員は必ず民進党の人物が担当したほか， 例えばアミ族出身の立法

委員である察忠i函は， 親民党設立時に副主席に就任した。彼は「原住民族基

本法」の重要な発起人であり， 起草者でもあった。 また， 無所属で当選した

立法委員の高金素梅は， 一貫して「左翼統一派」の社会運動関係者と近く.

原住民が「福倦人jの迫害を受けてきたという歴史観を特に強調する。彼女

はこれにより台湾独立史観を批判し 民進党の「ショーピニズムJ を訊刺す

るのである。 さらには日本の「靖国神社から高砂族戦士の祖霊を取り戻すJ

という一連の国際的な抗議行動において， 自らは台湾原住民を「代表する 」

と称し， 日本政府に対して過去の罪悪に対する謝罪を要求した。 これによっ

て， 同時に「親日」派台湾人の史観を間接的に批判するという政治目的を達

したのである。

2 客家の権益において一一母語および電波の政治から

客家の学術化. パフォーマンス化一一

客家を少数民族のひとつとしてみた時， 原住民族との最大の違いは漢民族

であること， 相対的な人口比率が高く， 政治的影響力や経済資源も相対的に

大きいということである。客家にはアイデンテイテイの危機があり， 言語の

消滅や広義の文化伝承の危機があるかもしれないが， エスニツクグループ全

体への蔑視と圧力は相対的には少ない。 客家運動の目的は客家の意識の喚起，

及び客家を可視化すること， 或いは社会の主流から「尊重と承認」を受ける

ことである。 同時に. 一部は客家というパックグランドを使って， 建国とむ

すびついた「台湾人運動jに加わろうとした。

これまでの研究で明らかにされているように， 客家の有権者はしばしば二

強の間にあって露賭している。 二強が「福倍と外省J なのか. í台湾人と中

i1 
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国人Jなのか， I伝統的な村民と現代的な市民 」 なのかにかかわらず， 客家

というエスニツクグループの票は， 1994年台北市長選挙の時から， 民進党に

よって新たに奪取しうる禁固とみなされたのである。2000年の総統選挙の時

には， 陳水扇は原住民族の代表と「パートナーシップ宣言」に署名しただけ

ではなく， 客家に対しても「客家政策白書」を提示した。このような伝統的

に国民党を支持してきた台湾人票を「強奪jしようとする試みは， 国民党の

警戒心と危機意識を呼び起こした。例えは:2000年の総統選挙期間中， 国民党

候補の連戦は， 冨u主席の呉伯雄(桃園の客家人)の提案を容れて， I行政院客

家事務委員会Jを設立する方針を確定した。選挙が終わり， 連戦は落選した

ものの， 選挙戦中の約束に押されて， 副総統候補だった行政院長の粛蔦長は，

最後の数日のあいだに「行政院客家事務委員会準備機関に関する暫定条例」

(，簿備処暫行条例J) と「行政院客家事務委員会組織条例j草案を通し 立法

院に送った(2000年5 月18日 )(訳注9 )。これは一面ではいわゆる「一番乗

り」によって 自らの政治実績をつ くろうとするものだったが， 一面ではこの

案が高度な超党派コンセンサスを得ていたことから可能となったのである。

果たして「準備機関」は民進党が政権に就いて 4 ヵ 月後に設立された(2000

年9月 )。陳水扇は準備機関立ち上げの記念式典を利用し これを多文化主

義政治の正式な開始であり， 自身の「新中間路線」の証左であるとした。こ

の約l年後， 法案が立法院の審議を通過し「行政院客家委員会jは正式に

設立された。 ，

2000年と2004年の 2 度の総統選挙の結果から， 南台湾の客家地区の有権者

は民進党候補者支持が若干多く， 北台湾の桃園・新竹・苗栗地区では， 有権

者は全面的な青陣営支持から両陣営への支持が近づく方向へ向かい， 緑陣営

が勢力を増大させている形跡が見られた(丘昌泰[2007: 545-5 47J )。このよ

うな変化はもちろん単一の理由によるものではないが， 新政府が与党として

持つアドパンテージは認識しておかなければならない。客家人アイデンテイ

テイに影響を与えるに足る多文化主義政策には一体どのようなものがあった

のだろうか。
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CI客家テレビの設立。1996年， 客家語ラジオは「地下ラジオ局」から「合

法的なラジオ局」になり， 新しい「客家語コミュニティ」が形成された。

2003年にはまた一歩進展が見られた。当時の行政院客家委員会主任委員

の葉菊蘭の肝いりにより， 全て客家語による有線テレビ局が台湾に初め

て生まれたのである。 しかし 2004年の総統選挙が近づくと， その専門

性と独立性は異なる党派から疑いを向けられるようになった。2007年，

客家テレビは正式に「台湾公共放送グループ」に加入した。 しかし 経

営方法が何度も変わったため， 初期には「商業化」への懸念が抱かれ，

その後は使用言語の特殊性から低「視聴率」をめぐる議論が生じた。

②「客家語バリアフリーjを支援し， 小中学校での客家語学習を推進する

とともに， I客家語認証Jを実施した(2 005年) 。 客家諾喪失の危機と，

それによるエスニシティ消滅の危機は客家文化エリートの共通認識であ

る。 客家諾の推進と客家語認証の成果は， 歴代客家事務委員会主任委員

の評価基準になっているへまた， 客家委員会は客家語の使用状況につ

いて長期の追跡調査を行っている。資料によると， 客家語の公用語化と

普及の状況は， 数年の努力を経て， 僅かの改善にすぎないが， 少なくと

もエリート達が心配する「悪化Jと「消失」の危機を阻止することには

暫定的に成功している。

③国家レベJレの客家文化パークの設立。2004年3月， 行政院客家委員会は

国家レベルの「台湾客家文化センター」の設立準備を正式に始めた。 客

家委員会が扉東に設置した「六堆客家文化パーク」は， そもそも民進党

籍の蘇嘉全県長側時代に設けられた全国初の「県レベル」の客家文化パ

ークを， I国家レベル」に格上げしたものだった。そのほか， いくつか

の県や市においても， 行政院文化建設委員会の奨励と補助によって， ま

た客家の コミュニティ組織の活動に対応して， 次々と県レベルの地域文

化センターが設立された。 センターは地方の文化と産業の特色を結びつ

けること， 地方史やコミュニティ活動のチームが経営に参画し， 観光を



152 

発展させることを担っている。

G:客家学術研究への投資。 中央大学， 交通大学， 聯合大学という3 つの主

要な国立大学にそれぞれ客家文化研究の組織を設置した。 扉東教育大学

にも客家研究所を設立した。台湾客家の特色を研究するばかりでなく，

客家の華僑は全世界に散らばっていることを考慮し また行政院客家委

員会が学術研究を奨励していることから， 台湾を世界的な客家文化研究

の中心にしようという試みが進められている。

⑤客家の地方文化と観光産業を発展させる。 ボトムアップ式に「町づく

り・村おこしJ(r社区総体営造J)を進めるというのは， もともと李登輝

時代の政策であった。 陳水扇時代， この政策は多文化主義に後押しされ

て， 各県市が次々と取り組み， 行政院客家委員会は推進と奨励の責任を

負った。 なかでも最も成功している文化観光活動は， 行政院客家委員会

が始めた「客家桐花祭」である。 桐花(アプラギリ) は台湾の山間部に

一般的に見られる植物であるが， 山間部にはしばしば客家の大きなコミ

ュニテイや集落があるため， 桐花の季節と客家の文化や食べ物などを結

びつけ， 美しい観光シンボlレを作り出した。 客家委員会の熱心な売込み

によって， 桐花祭は既に客家にとって， 最もよく挙げられる， 或いは

「目に見える」文化観光活動となっているヘ

同時に民進党政府によ、る多文「客家委員会Jは客家関係の仕事以外にも，

化主義政策の推進を担う行政機構でもあった。なかでも最も顕著なのは次の

2 点であるo

①「言語平等」関連立法の推進。 際水扇は2000年の選挙において， 既に

「言語平等」について立法措置が必要であるということを政見として提

示していた。 その主たる意図は「国語J(北京語) 偏重がもたらす文化

的優位に対して反対することにあったが. 多文化主義政策の一部でもあ

しかし彼の第l期日から， この法律の制定は困難に直面した。 主った。
1

1
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な原因は法律の目標の設定が難しく， 立法過程が複雑になったこと， お

よび言語は社会の日常生活のあり方と関係しているため， 改変を強制す

るコストは非常に高くなることだった。 加えて法案の名称を確定するこ

とが難しく. 主管機構を決められなかった。 行政院において， まず客家

委員会が準備した「言語(諾言 ) 公平法」草案があり， 原住民族委員会

では「原住民族言語(語言 ) 発展法」が企画され， 続いて教育部ではま

た総合的な「言語(語言 ) 平等法」草案が策定され， 最後に文化建設委

員会の手に渡され「国家言語(語言 ) 発展法」と改められた。結局のと

ころ， 関係する問題が多すぎたことから， またメディアが「脱中固化」

への懸念から青陣営の強烈な反発を形成したため， 民進党政権の 8 年で

は進めることはできなかったのである。

②隙水屑の第2 期には， 民進党が提起した「国家の一体性とエスニックグ

Jレープの多元性に関する決議文Jに応じ， 行政院の客家委員会 . 文化建

設委員会， 退役軍人(退除役官兵 ) 委員会の3 つは， 2004年 8月から10

月にかけて， 1エスニックグループと文化の発展に関するシンポジウム

(族群奥文化発展研討会 )J (2004年10月16 日から18日 )をはじめ， 一連のシ

ンポジウムキ座談会を共同で開催した。 客家委員会は特に「エスニック

言語Jの保護と発展というテーマを分担した。 このシンポジウムは，

2004年の 1 2 つの銃弾」後の青陣営と緑陣営の分裂に対して民進党が提

起したエスニックグループ聞の和解のプロセスて、あった。 陳政権は民間

の対話， 専門家や学者の呼びかけ， 知識と感情の分かち合いを通して，

エスニックグループを超えた国家観念を作り上げ， 社会が分裂する危機

を取り除くことを期待したのである。

3 .  1外省人Jとの関係において

「外省人Jは「四大エスニックグループjとその前提となっている「台湾

民族」という想像を受け入れないが， それでも多文化主義政治の推進は受け
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入れることができた。 特に原住民族及び客家という 2 つのエスノポリテイク

スの領域は， しばしば政党にとっての「アメを競い合うj議題となったから

なおさらである。 しかし， 外省人が自身 に対してエスニックグループという

ラベJレを用いられるのには同意しなかった。 ましてや際水扇と民進党が国家

アイデンティティに関して再三挑発を繰り返す時， 彼らは民進党を台湾独立

党とみなし 強烈に反撃した。 例えば， 2001年に行政院文化建設委員会が，

「春村」を外省人集落として， 一種の文化保存事業を推進Lょうと試みたこ

とがあった。 この時のやり方は， I谷村博物館」の計画を文化建設委員会の

「マイノリティ文化政策補助プログラム(弱勢文化政策補助方案)J 計画の下

に置くとともに， 春村住民に「新住民J という新しい名前を与え， I原住民j

と同列のマイノリテイ ・グループに位置付けるというものであった。 ある記

者がこのニュースについて， 台湾で著名な外省人であり， 幸子村出身 の作家の

張大春に， どのような意見があるか尋ねたことがある。 張大春は彼の最も

「春村式」の言い方で， 直接的にそして簡潔に次の談話を表明した。「いわゆ

る新住民というのは， 言語的な教養のないダメ政治家が， エスニックグルー

プ間の融和を隠れ蓑に施す武断的で浅薄な分類だ。 (このニュースを聞いて)

どう思うかつて官くそくらえだよJ(，春村文撃作家 憤怒， 無奈J r中国時報』

2∞1 年 8月23 日 )。 この例は， 民進党が主導する多文化主義的な枠組みに外省

人を組み込むことが困難な状況を物語っている。

2004年， 陳水扇と証書錫埜は， 台湾にあるのは「国家アイデンテイティ衝突

の問題だけであり， エスニック衝突の問題は存在しない 」 と宣言した。 或い

はそれより少し前， 李登輝は「台湾にアイデンテイ ファイしでさえいれば，

みな台湾人である」と述べている。 このような言い方は， 大まかに言って閥

違ってはいないのだが， 次のような人の大部分には当てはまらない。 台湾独

立運動及び台湾独立に関連するすべての意義を否定する外省人， そして， 台

湾は中国人統治者による植民地統治を受け， 外省人に侮蔑され， 抑圧されて

きたと考え， 過去の国民党の台湾統治に関わる全ての事物と人物を否定する

台湾民衆である。
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外省人はずっと「国民党と外省人は外来の統治者Jという言説に反対し，

台湾は中国(中華民国 )のl省だと認識してきた。 そして. r一辺一国j. r外

省人は台湾人を圧迫或いは殖民しているj. r名を正し， 憲法を制定する」

(，正名制憲j). ，公民投票j. ，中国を刺激して激しい反応を引き出すj. r脱

中国化J 等々に反対してきた。 過去， 中華が文化的なヘゲモニーを統べてい

た時代， 台湾の言語， 郷土の言語， 日本統治期の文化資産を正式な場面から

排除し， 更には侮辱さえしてきた。 また外省人の， 大陸にある故郷に対する

想い， 中華民国及び国民党との長い繋がり， そして最終的に中華民族が統一

することの価値を信じることは， 依然として一種の否定しがたい感情と価値

観である。 これらは台湾人の「台湾を愛するj r台湾中心的な意識」を直接

逆なでするのである。

このような状況の下， 新党から親民党まで続いた国民党の分裂の全ては，

外省人が関心を持つ伝統的な国家としての価値および個人的な信念と利益に，

国民党中央が「背いた」ことと関係している。 彼らは李登輝が幾度かの選挙

戦において， 声高に台独に反対することをしなかったとみなしただけではな

く， むしろ密かに台湾独立勢力を助け， 忠誠心の厚い国民党員を攻撃してい

るのではないかと疑った。 国家の位置づけというトピックでは， 青陣営は台

湾独立反対を主軸とし， 反対者には台湾人もいれば外省人や原住民族もいる

ということは， 青と緑の両陣営ともはっきりわかっている。 しかし 全ての

反台湾独立勢力の中で， 外省人というパックグランドを持つ者は他の人にも

増して， このトピックに対して非常に激しく反応するのである。 そのため，

全ての青陣営と緑陣営の聞の政治闘争において， 最も主要なものは両陣営の

原理主義的な集団(，深緑Jと「深藍 J) の間のものであるが， それは取りも

直さず， 大部分が台湾人としてもパックグランドを持つ者と， 大部分が外省

人としてのパックグランドを持つアクターの聞の衝突なのである。 このこと

から. rr国家アイデンティティ Jは『エスニック衝突という問題』ではな

い」という言い方では問題の複雑さを捉えることができない原因がわかる。

このようなエスニック衝突は， 表面的に見ると， 多くはアイデンティテイ
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のシンボルや意味世界(web 01 meaning ) と関わるものであり， 政治家の動員

によって上昇したように見える。 しかし実はそうではない。 このような政治

的対時は， 国家に関わるものであるにもかかわらず， 日常的な危機を字んで

いる。 有権者は自己の日常社会における能動性， 価値と意義， 経済機会， 文

化上の階級的位置を， 敵対する政治党派によって剥奪されることを恐れ， 無

視することはできないのである。 このレベル以外でも， 1990年代後半から

2008年の問には， 敵対者同士が立場， 考え方， 利益の違いを過して， 政策論

争においてお互いを侮辱することが度々発生していた。 そしてこのような

「対立」状況は， 選挙時になると必ず， 諸々の競争， 大衆の動員， 極端な方

法を使った票の奪取により， いっそうよく見られるようになるのである。

どのようなテーマであっても役に立ちさえすれば，

にせよ 他者を侮辱するにせよ，

ほとんど何でも使用し， はばかることはないかのようである。 台湾平和促進

(促進和平) 文教基金会均宝2007年11月に公表した「エスニシティに関するネ

ガテイヴ言説の報告書J(，負面族 群 言語報告書J)(台湾促進和平文教基金曾

最大の発見のlつは， 立法委員選挙の場合が多いが， 毎

選挙の年の11月ごろになると， 新聞に「エスニツク衝突J(，族 群衝突J)

に関する言論が増加し， その上激烈化することである。 そして総統選挙の数

ヶ月前， 特に228事件の記念活動が近づくと， ，衝突J報道の回数も上昇する

という。 研究者が言うには， 台湾政党政治の衝突は主には政策をめぐるもの

ではなく， ，統ーと独立」のテーマの影響を受けている。 このように， ，エス

ニシティによる動員J(，族 群動員J) が最も効果のある政治操作となるのであ

つまり相手を攻撃する

自分の力を増大させる可能性さえあれば，

[2007 ] )によると，

回，

る。 唯一選挙とは無関係に大規模な衝突が起こった時期があった。 それは

200 6年から2007年にかけて発生した赤シャツ隊による陳水扇の辞任を要求す

る運動である。 その時もまたこれまで同様に， 際水扇支持派であろうと， 反

陳水扇派であろうと， rエスニシティによる動員」と結びっく言説様式を使

って， 行動したのである。

ー!l

j
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4 . 新しい行為主体の出現ー一一入国管理， 外国人の人権および

移民の市民権に関する社会組織一一

1990年代の後半に入って， 台湾の人口構成には， 移民という新しい現象が

現れた。すなわち， 中国籍およびそれ以外の外国籍の女性配偶者である。 後

者は東南アジア諸国の国籍を持つものが多い。2000年代の半ばになると， 女

性移民をどのように統合するのかという課題に加えて， さらに彼女たちの子

供たち(メディアでは「新台湾の子J(r新台湾之子J)と通称されている) を台

湾の既存の教育制度にどのように統合するのかという問題が浮上した。

推計では. 2008年において， 台湾には40万世帯を超える新移民を含む家庭

があり， その子供たちのうち15万人が小中学校に修学している。 また， その

うち3 分の 1 近くの家庭の家長は中国大陸籍である(江昭青「園中小新台湾

之子突破八高人J r中園時報J 2007 年 1月14日 )。 そのほか. 35万人前後の外国

人労働者がいるが， 紙幅の制約から， 以下では移民家庭の問題のみを扱うこ

ととする。

彼らが台湾に来た性格が異なるため， 法律上の扱いも異なっている。 特に

国籍を申請に関して， 完全な市民としての身 分が得られるまでの時間は5 年

から9 年と異なっている。また， 国籍の取得以前には， 労働権， 生存権， そ

の他の人権， 家族の呼び寄せ等の面で厳重な規制がある。 これらの規範は入

国管理や人身売買の防止等を理由としているかもしれないが， 一方では過剰

な制限， 差別， 圧迫等の人権問題を恒常的に生み出している。 それは多文化

主義的な平等と正義の理想とは合致しない。 以下では関連する法令上の諜題

を提示する。

①中台聞の人々の交流を管理するのは「両岸人民関係条例」である。 この

条例では， 大陸の女性が台湾に帰化するために必要な最低限の時間が決

められている。 しかし， 毎年の人数の枠があるため， 実際にはより多 く

の時間を待たなければならない。 そして， 待機中に婚姻状態が破綻すれ
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ば， 中国人女性は中国に送り返されてしまう。 この条例はまた， 中国の

女性が帰化を申請した時， 彼女が中国にいるあいだに生んだ子を台湾に

呼ぼうとすると， 10年近くの待機が必要であるとも定めている。 そのほ

語、' 中国出身の配偶者に対して， 財産相続の上限や指紋押捺等の強制を

定めた条文がある。

②中国以外の外国人を管理するのは「出入国および移民法」である。 この

法律も， 偽装結婚を防止する差別的条項や， 帰化による国籍取得への制

限を有している。 2007年に改正されるまで， この条文には多くの不合理

な規定があった。 例えば， 女性がドメスティックバイオレンスを理由に

離婚を申請すると， 本国に送還される恐れがあった。

民進党と台聯は入国管理の問題に対して， それは国家像， 人身売買の防止，

社会福祉の資源， 台湾の労働者の就業機会， 治安， 果ては将来の「住民の

質J(，人口品質J) に関わる問題だと考えてきた。 その結果， 外国人配偶者を

「敵Jと仮定する防御的なやり方を採ることが多く， 構造的な差別問題を作

り出してきた。

このような全体的な状況のもとで， 台湾の一部の社会運動団体， 宗教団体，

人権団体は， 総統選挙が近づいた2003年12月， ，移民および移住者の人権に

関わる法改正を求める連盟J(，移民/移住人権修法聯盟J) を結成した。 これ

は異なる社会運動団体の連合である。 女性， 労働， 人権， 外国人労働者， 移

民等の団体が加わり， 70名近い学者と80あまりの団体から支持の署名を獲得

した。 移民というトピックはエスニックグループ， 階級， ジェンダー， 福祉

制度等各種の矛盾を反映しているため， 異なる主張を持つ団体が連合するこ

とによって， 様々な問題点をi新進的に解決していく必要があった。「移民お

よび移住者の人権に関わる法改正を求める連盟」には， 問題のこのような多

元的な性格が存分に表れている。

それから一月も経たない2004年 1月， ，エスニツクグループの平等を目指

す行動連盟」が結成された。 この団体の発起人には林懐民や簡錫培らを含む
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6 0名から70名が名を連ね， 文化， 労働， 社会運動， 学術の各界が大規模に結

びついて組織された初めての試みだった。 著名な映画監督の侯孝賢がリーダ

ーとなった。 団体は活動の重点を総統候補者の言動の監督に置き， 候補者に

エスニックグループの亀裂を深めるような発言の停止を呼びかけ， I反操作，

反分断， 反差別jの宣言を発表した。 宣言の中で強調されたことは， 中華民

国領域内の島興に済む住民は等しく平等の待遇および恐怖からの自由を享受

すべきであり， 各 自が記憶， 生活， 思考そして幸福を追求するやり方を決め

ることができる権利を持つということである。 そして， これら基本的人権は

法律の保護を受け， いかなる住民も性別， 宗教， 身体の能力， 父母の出生地，

文化およびその他の理由から脅迫と差別を受けないということである。 この

団体はその後， Iエスニックグループ平等法」の制定を主張し， 差別と遺恨

を批判する人権の立場を強調した。 選挙時， 彼らは青と緑両陣営の候補者に

向けて， 見解を発表した。 しかし 彼らが強調したのは「中華民国」を前提

とした公民権と人権の保障だったため， その矛先をみると， I中華民国」へ

の敵視が衝突を生み出していること， つ まりは民進党の選挙戦略に向かつて，

牽制と抗議を行うことが多かった。

結論と展望

台湾の多文化主義政治という問題は， 1950年代以降， 幾つかの段階を経て

きた。 本章が議論した2日 00年以降に現れた注目すべき動きは次の5 つでユある。

①民進党は2000年の総統選挙で政権を奪取してからは， 与党の優位を使っ

て原住民族に関連する多くの立法措置や公共政策を進めた。 そのなかで

も「原住民族基本法」の通過によって， 関連する法律の派生をもたらす

ことが期待される。 しかし， I固と国J， I 自然主権J， I 自治」について

は， 名目上は提示されたものの， 実現に至るまではなお多くの努力を要
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する状況が続いている。

②同時期， 客家運動もまた， 多文化主義的な政策の見本かつ基礎となった。

③民進党が国会での少数政権であったため. 初めての政権交代は路線の動

揺を招き， また「青陣営， 緑陣営」が形成されたことの影響を受けるこ

とになった。 このような情勢のなか， 1決定的な時」すなわち再選の選

挙戦の過程では， 陳水扇は台湾独立・台湾建国に近い使命とスケジュー

ルを主張した。 しかも， 1 2 つの銃弾」はあらゆる信頼を徹底的に失わ

せることになった。 こうして政治的な立場がほとんどすべてを決めてし

まうようになった。

④国家アイデンティテイ の問題とエスニシティの問題を区別することはま

すます難しくなっていった。

⑤2004年の選挙の直前， 新しい市民団体が現れた。 外国人労働者や移民に

対する差別に反対し 彼らの権益を獲得し， 入国管理における差別的な

手法に抗議することが， 多文化主義の新しいトピックとなった。

台湾の過去数十年のエスニツク問題， 国家アイデンテイ ティをめぐる政治，

多文化主義政治の展開を振り返った上で， 将来を展望すると， 以下のような

課題を提起することができる。

①多文化主義政治は現在のところ， 1国家の位置づけ(定位)J に関わる7

イデンテイ ティと利益の衝突という問題を解決することはできない。 む

しろ， 多元的な文化の発展を抑圧する可能性すらある。

これまでの台湾の多文化主義政治の発展は， 通常， カナダを参考にし

てきた。 カナダ連邦は世界ではじめて， 多文化主義を連邦の基本的な権

利とした国家だからである。 しかも. そのことは主として， 連邦内のケ

ベックの分離運動に対処するためだった。 しかし， 台湾の状況はカナダ

を参照にすることはできないようである。 台湾においては， 独立にとっ

て重要な4 つの要素「憲法制定， 公民投票， 国号の変更， 独立宣言」は
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どれひとつとして欠くことができないため， まず先に現存する国家を否

定し， これに代わって独立国家を建国しなければならない。 したがって，

国家の位置づけはゼロサム的なものとなる。 そのため， 台湾では必ず論

争がカナダよりもはるかに激しいものとなってしまう。

世界における過去の多文化主義の大多数は， あらゆるエスニックグル

ープや文化的な差異が等しく， 既存の国家の同ーの制度という同じ屋根

のもとにあるという仮定の下で， 議論が進められてきた。欧米における

新移民の統合問題もこのような仮定に基づいている。 また， 許世椅， 黄

昭堂それぞれの 「台湾共和国憲法草案jも同様であり. Iともにひとつ

の国家をつくりたいjという出発点に立って考案されたものだった。し

かし， 現在， 多くの人がそれぞれにとっての「屋根jに対して抱いてい

る価値評価がかくも大きくなっているため， 少しでも摩擦が起きると，

双方の持つ「強いJ"附アイ デンテイティに関わる価値観がすぐさま呼び

起こされてしまうようである。「統一推進あるいは独立反対」それとも

「統一反対あるいは独立推進」かにかかわらず， どちらか一方に大きく

傾くと， もう一方の側はそれが 自ら決する選択であるにもかかわらず，

必ずと言っていいほど， 他方に対して「迫害J. I恐怖J. I嫌悪J. I恥

辱」などの負の感情を引き起こし ともに語ることがほとんどできない

価値観の衝突に陥ってしまう。

したがって， 現下の台湾の多文化主義にとっての最大の挑戦とは， 国

家の位置づけについて重大な分裂があるもとで， しかも強大な隣国の台

頭と地政学的な現実のなかで， 異なる考え方を持つグループや個人がい

かに相互に受容し， 信頼し 対等に相対L. 違いを尊重するかという問

題である。 このことは， 現状維持に賛成か否か， 現状に不満か否かにか

かわらず， また政治的な立場が異なろうとも， 台湾のいかなるエスニツ

クグループに属そうとも， 大中国に部分的なアイデンティテイを持つ

「外省人」であろうとも， 達成する必要がある。

②1970年代には台湾独立および建国運動があり. 1980年代にはエスニック
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グループカミ社会的に平等な待遇を勝ち取ろうとする運動があり， 1990年

代には 1 4 大エスニックグループ」という想像の構築と多支化主義政治

の発展が相互に作用を及lましながら進行した。 本章においてわたしたち

が観察した2000年代においては， I新移民Jが現れてからの多文化主義

政治が， I多元性と平等J， I普遍的な人権J の新しい段階へと発展しよ

うとしている。

2010年代に入れば， 多文化主義政治は「中台聞の人々の関係」に関す

る議論をより多くおこなうことになるだろう。 2005年以降の台湾政治に

おいて， 1国民党と共産党」による党対党の交渉がおこなわれるように

なり， 2008年に国民党が政権についてからも， 1党対党」の交渉は立法

院の監督によって制約されることもなく， 中台聞の人々の往来や経済交

流を急速に促進している。 コンセンサスを欠 く中華民国国境を跨いでお

こなわれる人口の移動において， 特に中台関を行き来する人々や経済的

な利害関係に関して， 現在の趨勢に乗じて多くの新しい集団や不確実な

要素が発生している。 例えば各種の理由や名義によって中国大陸に向か

う台湾の人々や政治的人物， 日増しに増加する， 中国から台湾に訪問，

観光， 定住する中国の人々(定住する移民には婚姻によ る移民や家族の移

住が多 い) ， 海外に亡命した中国の反体制活動家などが含 まれる。 中台

聞の行き来の中で， また台湾における公民としての政治行為において，

彼らはどのように政党と結びつき， あるいは向き合い， そして中華民国

の「政治的な境界」の想像にどのような影響をもたらすのだろうか。 は

た また台湾全体を， 国家を超えた社会として「 自己想像」させるのだろ

うか。 これは台湾の多文化主義政治にとって新しくかっ重大な挑戦であ

ろうことは疑問の余地がない。

[注]

(1) 例 え ば， ア メ リ カ で は パ イ リ ン ガル教育 の よ う な学校教 育 を 通 し て進め ら

れて い る 。 1972年 に は Ethnic Heri阻ge Education Act が制定さ れ， 1980年代に
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は児童の 学 区 を 越 え た公立学校への就学やエ ス ニ ッ ク グ ル ー プ を 統合す る 政

策が推進さ れた。

(2) 1971年。 カ ナ ダの首相 ピ エ ー ル ・ ト リ ュ ド ュ ー ( 自 由党) は多文化主義政

策 を 推進 1..-. 英語 と フ ラ ン ス 諾の 2 言語を平等に扱 う こ と と し た ， その後，

1988年 に多文化主義法 (Multicultu日lism Act) が正式に成立 し た 。

(3) 例 え ば貌美揺は， 客家語や原住民族の言語 と い っ た 「土着の言語 (本土言

語)J と ， 台湾で多 く の人が使用 す る 華語平台湾語 (Hoklo) と の 問での コ ー

ド ス イ ッ チ ン グ (codeswitching) ， 或い は多言語の混用 が 日 常的に見 ら れ る と

指摘す る 。 こ れは， 常用する こ と でア イ デ ン テ ィ テ ィ に 関 わ る 信任 を 勝 ち 取

ろ う と す る 言語戦略であ る と い う (羽副 [2008J )。

(4) r郷土言語」 と い う こ と も あ る 。

(5) い わ ゆ る 「春村」 と は. 1945年以降に来台 し た軍人の住居問題， 及び全て

の軍人が 「家庭を持つj こ と がで き る よ う にす る と い う 家族 問 題 を 解決す る

ため， 国民党政権が台湾 に設置 し た900 ヶ所近 く の集落の こ と を指す。 春村の

男性及ぴ年配の婦女は大多数が中 国出身者であっ たが， 通婚が必要で あ っ た

ため。 台湾籍の婦女 と 家庭 を 築 く 者 も いた。

(6) 総統選挙の直前 2C例年 1 月 に設立さ れた。 発起人には， 林懐民 簡錫培。

朱天心， 南方朔， 侯孝賢 と い っ た著名な 台湾の文化人や社会運動家が名 を 連

ねた。

(7) 総統府新聞稿. 2001年11月 1 1 日 。

(8) 2000年10月 。 連戦 と の 問で， 最初の政党聞の和解の た め の 会 見 を 行 い ， 注

目 を 集 め た。 陳 は こ こ で第 4 原発の建設を継続す る と 確約 し た 。 し か L なが

ら 。 こ れ と ほ ぼ同 時 に ， 張俊雄行政院長 は 第 4 原発の建設 中 止 を 宣 言 し た の

で あ る 。 こ の ために。 政党聞の和解は完全に破局 し て し ま っ た 。

(9) 民進党の立法委員 で あ っ た林濁水は陳水漏政権の 8 年間 を 回顧 し て， い わ

ゆ る 「全民総統」 が民主政治の現実 と 合わず。 個人が体制の規定 を超越 し た

権力 を 打 ち 立て よ う と し た も の であ る と 批判 L て い る 。 党主席に再就任 し た

の は 単 に 党 中 央 を コ ン ト ロ ー ルす る こ と が 目 的 であ り 。 党 か ら 意見を徴収

す る の で は な く 実際は最高権力を得。 「最高権力者は威厳を持ち， その心を

測 る こ と は で き な い (r君戚不可測J) J と い う 体制 を 構築す る た め で あ っ た

(林濁水 [2009: 45-46J ) 。

同 も 1..- r新中間路線」 に つ い て ， 正式 な ピ リ オ ド を 打っ と すれ ば こ の 日 が

最 も 適切であ る と 思 わ れ る 。 多 く の 人 は皆， こ れが選挙 の た め であ る こ と に

同 意 し て い る が， 陳水扇 は 自 ら 「歴史的位置付けJ (r歴史定位J) を追求する

意義に言及 し た。

仙 林濁水 は こ の選挙の失敗を， 陳水扇の 「台湾独立への冒険的な遇進J (r冒

進台独J) 路線が原因であ る と 指摘 し て い る (林濁水 [2009: 158J ) 。
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(同 行政院客家委員 会 ホ ー ム ベ ー ジ に あ る 「各年度の施政業績評価の意見 と 評

点 (f年度施政政績効評核意見興等第J) (http://www.hakka.gov.t、.v!lp.asp?ctNode

= 1604&CtUnit=1O&BaseDSD=7&mp=346) を参照。

(1司 蘇嘉全は扉東県長 (1997-2日04年) . 行政院内政部長 (2004年 4 月 -2006年

1 月 ) . 行政院農業委員会主任委員 (2006年 1 月 -2008年 5 月 ) を歴任 した。

(14) も う 1 つ大 き な注 目 を集めた客家文化マ ー ケ テ イ ン グ活動は， い わ ゆ る 「崎

客J であ っ た。 こ れは若者の聞で流行 し て い る 一種の コ ー ド ( 例 え ば 「 恰 日 J)

であ り ， 客家に一種の新 た な イ メ ー ジ を 賦与す る 試み で あ る 。 2008年 5 月 に

国民党が政権を取 り 戻 し た 後， 新 し い客家事務委員 会 は 「客庄十二節慶」 活

動 を 打 ち 出 し た 。 こ れ は年間毎月 異 な る 客家郷鎮 に お い て ， 異 な る 伝統的祝

祭活動を 行 う と い う も の であ る 。

(1司 「強い評価J (strong evaluation) と は， チ ャ ー ル ズ テ イ ラ ー の い う ， 功利

主義に還元で き な い。 真であ る . r善」 に対す る 自 己の見方の こ と であ る (藤

高彦 [1998: 489-490J ) 。

[訳注]

(11 国家の形 と 法理。

(2) 台湾住民 は南島語族に属す る 原住民， 福洛 (Ho!o) 人. 客家人 外省人か

ら 成 る と す る 。 福洛人は福建省南部か ら 渡来 し た 漢族。 客 家 人 は 中 国各地に

散在する 漢族の一派で， 台 湾 に は 主に広東省 か ら 渡来 し た。 外省人 と は元 々

当該の省以外に本籍を持つ と と い う 意味だが， 台湾では戦後 に 中国大陸か ら

渡 来 し た 人 々 と その子孫 を指す。

(3) 候補者番号。 1 番は民進党の陳水扇 ・ 呂 秀蓮ベ ア . 2 番 は 国民党 親民党

の連戦 ・ 宋楚珠ベア。

(4) r二国論」 と は 中 国 と 台湾 を 2 つ の 固 と す る 考 え方。 r 4 つ の ノ ー」 の他の

2 つ は独立宣 言 と 統ーや独立な ど現状変更の是非 を 問 う 「公民投票Jo r公民

投票」 は レ フ ァ レ ン ダ ム を意味する

(5) 中 国 と の種々 の交流。 特に直航。

(6) r一つ の 中 国， 一つの台湾J. r一辺一国」 は と も に独立論に近い議論。 「一

辺一国J に つ い て は 第 7 章参照。

(7) 孫文が考案 した五権古j に 由 来す る ， 会計検査権 と 国政調査権を持つ機関。

(8) 移民が建設 した 国家であ る ア メ リ カ や カ ナ ダ， ニ ュ ー ジー ラ ン ド な どでは，

先住民の聞で両者の 関係や先住民の処遇， 権利 に 関 す る 条約が締結 さ れ て き

た。 陳水扇政権は こ れ ら を模範 と す る 原住民族政策 を 目 指 し た。

(9) 陳水扇の就任 は 5 月 20 日 。
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